
 

智頭放課後児童クラブのご案内 
開設時間 

（延長なし） 

（平日）放課後 ～ 18:00  

（土曜、長期休業日、振替休業日）7:30 ～ 18:00 

閉所日 祝日、日曜日、お盆、年末年始（警報発令時、災害時は閉所の場合あり） 

土曜日利用 

原則は閉所しますが、勤務等によりご家庭での養育が難しい場合は１～３年生

のみ利用可能です。毎月２５日までに翌月の利用申込書と勤務表を提出してく

ださい。（急な申込みは対応できません） 

緊急時の対応 

・小学校が臨時休校になった場合･･･閉所します 

・小学校にいる時に気象警報が発令された場合 

･･･児童クラブを開けて保護者の迎えがくるまで待機場所として開所します 

・児童クラブにいる時に気象警報が発令された場合 

 ･･･保護者の迎えがくるまで待機場所として開所します 

連絡手段 

・児童クラブからの連絡はマチコミで行いますので必ずご登録ください 

・欠席連絡はマチコミで行ってください 

※連絡なく欠席された場合、安否確認のため電話することがあります 

【児童クラブ電話】 070-8412-6319 

【メールアドレス】 chizukidsclub@gmail.com 

※電話は開所時間のみつながります（着信があれば折り返し電話します） 

 つながらない場合は、教育委員会 75-4119 にご連絡ください 

保護者の送迎 

・施設裏側駐車場を利用してください（裏面参照） 

・申込書に記載していない方が迎えに来られる場合や閉所時間に間に合わない

場合は、事前に連絡してください 

バス利用 

（智頭小学校前

バス停） 

・平日：（帰り）午後 3 時台 

・土曜：運行なし 

・長期休業日、学校振替休業日：（行き）午前７時台、（帰り）午後 3 時台 

※バス停～児童クラブ間の支援員の送迎はありません 

利用料 

(１ヶ月あたり） 

① 住民税所得割課税世帯 2,000 円 

② ①と③を除く世帯   1,000 円 

③ 生活保護世帯       0 円 

※ 3 ヶ月ごとに納付書を送付しますので、役場 1 階会計課または県内の鳥取

銀行でお支払いください 

※ 登録されている場合でも、利用がなかった月の利用料は発生しません 

１日でも利用した場合は、1 ヶ月分の利用料が発生します 

傷害保険 

公益財団法人スポーツ安全協会の傷害保険に加入します(800 円/年額) 

・保険適用範囲 

小学校と児童クラブの往復、児童クラブ内でのケガや事故 

・傷害保険金額 

死亡 3,000 万円／後遺障害 4,500 万円 

入院 4,000 円(日額)／通院 1,500 円(日額)  

https://www.sportsanzen.org/hoken/(スポーツ安全協会 HP)    QR コード↑ 

mailto:chizukidsclub@gmail.com
https://www.sportsanzen.org/hoken/


 

病気やケガへの

対応 

・状況により、病院へ連れて行く場合や救急車を呼ぶ場合があります 

・体調不良や発熱時は保護者へ連絡しますのでお迎えをお願いします 

持ち物 

・児童クラブ専用の上靴 

・ハンカチ、ティッシュ 

・帽子（外遊びで使用） 

・服が汚れた時の着替え、服を持ち帰る袋（ロッカーに置きます） 

※持ち物には必ず名前を記入してください 

（水筒、傘、ハンカチ、帽子、上着など未記名のものが多いです） 

 

【持参×】ゲームなどの電子機器類、カードゲーム、ぬいぐるみなど 

※破損や紛失、交換等によるトラブルについては自己責任とします 

弁当・おやつ 

・給食なしの早帰りの日、長期休業日、振替休業日は弁当とお茶、おやつを持参

してください（チョコ、ガム、あめ、つくるおやつは×） 

・児童クラブからおやつの提供はありません 

 

 

  

 
【問い合わせ先】 

教育委員会事務局教育課  TEL 0858-75-4119   

智頭放課後児童クラブ   TEL 070-8412-6319 


